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携
帯
電
話
な
ど
の
基
地
局
設
置
時
に
は

INFORM
AT

ION

住
民
の
皆
さ
ん
と
事
業
者
間
の
紛
争
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め

計
画
を
事
前
に
知
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

小林市携帯電話等中継基地局の設置又は
改造に係る紛争の予防と調整に関する条例

おしらせ

が制定されました。

　

こ
の
条
例
は
、
携
帯
電
話
等
基
地

局
の
設
置
を
め
ぐ
る
住
民
と
事
業
者

間
の
紛
争
を
未
然
に
防
止
す
る
こ
と

が
目
的
で
制
定
さ
れ
ま
し
た
。
住
民

が
基
地
局
設
置
な
ど
の
計
画
を
事
前

に
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

基
地
局
の
設
置
や
ア
ン
テ
ナ
形

状
、
出
力
を
変
更
す
る
際
、
事
業
者

か
ら
工
事
着
手
の
60
日
前
ま
で
に
計

画
書
が
市
長
に
提
出
さ
れ
ま
す
。
地

上
か
ら
基
地
局
の
高
さ
の
２
倍
に
相

当
す
る
距
離
の
半
径
内
に
土
地
、
建

物
を
持
つ
人
と
住
ん
で
い
る
人
に
計

画
の
説
明
が
行
わ
れ
ま
す
。
住
ん
で

い
る
人
が
属
し
て
い
る
区
の
人
に
も

区
長
を
通
じ
て
周
知
さ
れ
ま
す
。

　

住
民
か
ら
説
明
会
の
開
催
の
要
望

も
で
き
、
実
施
後
に
報
告
書
が
市
長

に
提
出
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
紛
争
が
発
生
し
た
場
合
、

解
決
の
た
め
住
民
と
事
業
者
が
協
議

す
る
場
を
設
け
て
、市
も
立
ち
会
い
、

適
切
に
調
整
す
る
こ
と
も
定
め
ら
れ

て
い
ま
す
。

県 内 初 の 条 例 が 制 定

基
地
局
の
設
置
時
な
ど
に

住
民
に
説
明
が
あ
り
ま
す

平成 27 年４月から

紛
争
が
起
き
た
場
合
、

市
が
調
整
を
行
い
ま
す

この情報に関するお問い合わせ

電話：23-8122 / Fax：23-0223 
メール： k_seikatsu@city.kobayashi.lg.jp

生活環境課

もっと暮らしやすいまちへ

「
Ａ
Ｕ
Ｒ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ａ
」
と
い
う
無
料
ア
プ
リ
を
利
用
し
、
成
人
式
の
模
様
を
Ａ
Ｒ
動
画
で
も
配
信
し
ま
す
。


